
- 1 -

第９期介護保険事業計画の検討事項（重点事項）等について

１ 第９期介護保険事業計画の将来目標、基本理念及び基本目標について

資料４
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２ 検討事項（重点事項）

（１） 介護基盤の整備について

施設サービス及び地域密着型サービスについて、今後の整備の必要性について検

討していきます。

ア 施設サービスについて（第９期介護保険事業計画Ｐ７５－７６）

介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院については、第８期介護保

険事業計画を踏まえ検討した結果、第９期介護保険事業計画の期間中においても、

原則、新たな整備を行わないこととしています。

また、特定施設等についても、原則、新たな整備を行わないこととしています。

施設サービスの整備一覧

イ 地域密着型サービスについて（第９期介護保険事業計画Ｐ７２－７４）

地域密着型サービスについては、これまでに地域密着型通所介護や認知症対応型

共同生活介護など１９事業所が整備されています。このうち、「小規模多機能型居

宅介護（介護予防含む）」については、第８期介護保険事業計画期間の令和６年度

に市西部圏域に１事業所整備しています。

第９期介護保険事業計画期間においては、「看護小規模多機能型居宅介護」につ

いて、「新たに市西部圏域に整備される小規模多機能型居宅介護の整備状況を見な

がら、さらに、需要の動向や参入事業者の動向を踏まえ、引き続き、整備の必要性

を検討していきます。」としていることから、介護サービス事業者にアンケート調

査を実施するなどし、整備の必要性等について改めて検討していきます。

Ｒ6年度
2024 年度

Ｒ7 年度
2025 年度

Ｒ8年度
2026 年度

① 介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

箇所数 13 13 13

定員数 1,320 1,320 1,320

② 介護老人保健施設
箇所数 3 3 3

定員数 301 301 301

③ 介護医療院
箇所数 － － －

定員数 － － －

④

特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介

護
（介護付き有料老人ホーム）

箇所数 3 3 3

定員数 102 102 102

軽費老人ホーム（ケアハウス）
箇所数 2 2 2

定員数 94 94 94

住宅型有料老人ホーム
箇所数 1 1 1

定員数 17 17 17

サービス付き高齢者向け住宅
箇所数 2 2 2

定員数 56 56 56



- 3 -

地域密着型サービスの整備一覧

Ｒ6年度
2024 年度

Ｒ7 年度
2025 年度

Ｒ8 年度
2026 年度

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 箇所数 － － －

② 夜間対応型訪問介護 箇所数 － － －

③ 地域密着型通所介護
箇所数 12 12 12

定員数 156 156 156

④ 認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型通所介護

箇所数 1 1 1

定員数 12 12 12

⑤ 小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護

箇所数 2 2 2

定員数 58 58 58

⑥
認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介
護

箇所数 3 3 3

定員数 45 45 45

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護
（小規模有料老人ホーム）

箇所数 － － －

定員数 － － －

⑧ 地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護（小規模特別養護老人ホーム）

箇所数 1 1 1

定員数 29 29 29

⑨ 看護小規模多機能型居宅介護
箇所数 － － －

定員数 － － －
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（２） 介護予防・日常生活支援総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）について

（第９期介護保険事業計画Ｐ４９－５０、Ｐ９３－９４）

平成２９年４月から、介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、それまで介

護予防給付として実施してきた訪問介護及び通所介護（以下「訪問介護等」という。）

は、総合事業（訪問型サービス・通所型サービス）に移行しました。

また、自治体ごとに、基準を緩和した訪問介護等が実施できるようになったこと

に併せ、住民主体による支援や保健・医療の専門職が短期集中で行うサービスなど、

要支援者等の生活支援ニーズに対して、多様なサービスを提供できるようになりま

した。

市では、現在、訪問介護等に相当するサービスに加え、指定基準を緩和して実施

する生活援助中心型の訪問介護（訪問型サービスＡ）について、事業者を指定して

実施しています。

さらに、令和３年度からは、通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）を新規

事業として試行的に開始し、試行実施の結果を検証しながら、令和６年度、本格実

施に移行しています。

また、介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービスについては、こ

れまでの取組を振り返るとともに、新設する第２層生活支援コーディネーターとも

連携しながら、新たなサービスの必要性について検討していきます。

※訪問型サービス・通所型サービスのうち、あきる野市では、下図の赤枠内の

４つの事業を実施しています。
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（３） 介護人材の確保・定着・育成に向けた取組

（第９期介護保険事業計画Ｐ７１）

介護人材の現状として、少子高齢化による労働力人口の減少や、他業種の求人状

況の動向に影響され、令和４年度現在、東京都における介護関連職種の有効求人倍

率は５．９１倍と、全職種の１．４１倍を大きく上回り、人材不足が深刻となって

おり、地域包括ケアシステムを支えるその人材の確保が課題となっています。

国及び都では、介護報酬改定を通じた処遇改善の取組や介護職員初任者研修を無

料で開講するなど、人材確保の取組が進められています。

市においても、令和２年度から介護に関する入門的研修を実施するともに、令和

３年度には３つの介護人材に関する補助金（※）を創設して、介護人材の確保・定

着に向けた取組を進めています。

本推進委員会においては、これらの補助金を含めた事業の振り返りとともに、今

後の介護人材の確保・定着・育成について、引き続き、国や東京都、介護事業者な

どと連携しながら、市として取り組むべき事項等について検討していきます。

※３つの介護人材に関する補助金
①あきる野市介護人材資格取得支援事業補助金
②あきる野市新規学卒者等介護従事者定着事業補助金
③あきる野市外国人介護人材受入支援事業補助金（＊）
（＊）③については、東京都で事業実施されることになり、令和６年度に廃止

第９期東京都高齢者保健福祉計画の抜粋
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（４） 共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に伴う市町村認知症施策推

進計画の取扱いについて

共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行され、認知症施策を総合的かつ

計画的に推進するため、国は、令和６年１２月に認知症施策推進基本計画を策定しまし

た。

また、同法では、都道府県・市町村が認知症施策推進計画を策定することが努力義務

化されました。

現在のところ、認知症施策推進計画を策定するか否かについては決定しておりません

が、国の動向や他自治体の検討状況などを踏まえながら、同計画の必要性について検討

していきます。

なお、認知症に関する施策については、第９期介護保険事業計画のＰ６０－Ｐ６２に

掲載しています。
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（５） 在宅医療・介護連携の推進について

（第９期介護保険事業計画Ｐ５５）

在宅医療・介護連携推進事業については、あきる野市医師会に委託し、居宅にお

ける医療を提供する医療機関、介護サービス事業者、その他の関係者の連携を推進

する拠点として、阿伎留医療センター内に「あきる野市医療・介護地域連携支援セ

ンター」を設置しています。

しかし、令和４年度以降、医療や介護に精通する専門的知識を有した事務員の配

置が困難な状況が続いていることにより、関係機関との連携不足となり、センター

の機能が十分に果たせていない現状があります。

このようなことから、令和７年度において、あきる野市医師会や介護事業者など

で組織する検討会での意見を踏まえ、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構

築に向け、医療・介護地域連携支援センターの在り方などについて検討していきま

す。

（６） 介護予防・重度化防止の推進等に係る事業の検討について

（第９期介護保険事業計画Ｐ４５～５０）

高齢化の進行とともに、国や東京都が求める高齢者施策も増加し、これまで様々な

事業に取り組んできました。

その結果、高齢者の増加とともに事業経費も増加傾向にあり、また、事業利用者の

固定化や類似した事業の展開、さらにそれらに関わる人員体制など、効率的な事業運

営が必要となっています。

このことから、本推進委員会では、これまでの事業効果を検証しながら、相談窓口

である地域包括支援センター職員や生活支援コーディネーター等の関係者の意見を踏

まえ、高齢者の状況に合った事業の在り方を検討していきます。


